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一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問
して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や
路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなど
して行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店
舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当
します。

特商法における「訪問販売」

訪問販売の定義

不特定多数の人が出入りする公衆の場ではない、ホテル
や公民館等の一室で行われている講習会（サロンでの体
験会も含む）は、訪問販売に該当します。



店舗取引での選択行動と比べ、情報または主体性が制約さ
れた状態で契約締結に至る点で、被害が生じやすいという
ことから、特商法の適用対象とされる。

なぜ特商法が適用されるのか

店舗での取引

消費者が自ら出向いて、複数の商品を直接手にとって比較
検討したうえで、主体的に購入を決定する。

講習会等での取引



現地販売でも訪問販売の規制対象にならないケース

①一定の期間に渡り（2日以上）

②商品を陳列し（消費者が自由に商品を選択できる状態にある）

③当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの

（常設展示場、しばしば展示販売が行われる公会堂、集会場等の公共施設、

ホテル、体育館等）

東京ビッグサイト等の展示会ブースで商品を販売する
ケースにおいては、①②③を満たせば訪問販売規制は
適用されないので、法廷書面の提示やクーリングオフ
もなし。



ただし、②の「陳列し」については注意が必要

✔ 販売員が消費者を取り囲み、強引に商品を使用させ、或いはその一部を
消費させて勧誘する。

✔ 高額商品等の特定商品についてのみ繰り返し勧誘する等、陳列商品を自
由に選べない。

✔ 販売員が車等で消費者を迎えに行き、展示会場に同行し、食事を無料で
提供する。

こうしたことによって、自由に商品を選択できない状況におく場合は、②の
要件を満たしていない、となるので注意が必要。



リアル講習会場で現地商品販売がある場合

主たる目的が勉強会や体験会であっても、その場に商品があり、お客様が
購入できる状態ならば、事前に商品紹介と販売を伴うことをご案内くださ
い。（商品購入ができない会場であれば告知は不要です）

基本的なトークスクリプトをご用意しておりますので、契約書ダウンロード

サイトにてご確認ください。



✔ 支払いは、現地での現金決済のほか、開催場所がサロンや店舗の
場合、そこに用意されているクレジット決済等も可能です。

✔ 商品購入されたお客様に、「現地販売用訪販書類」を商品に
添えてお渡しください。

ポイント

✔ 8日間のクーリング・オフが適用されます。



イメージ 赤字必須 赤字必須



講習会場での現地販売において、ここまでの手続きを踏む必要があるのか…。

最後に

逆に、お客様へご安心いただくための手続きだと考えましょう。しっかり法律に
則って販売活動をしているという証になります。
お客様にとっては、全てが初めてのことばかりです。商品に少しでも興味を持っ
ていただけたお礼に、「8日間はクーリングオフもできますので、ご安心ください」と
いう一言を添えて差し上げると、お客様も安心していただけるのではないかと思
います。



現地販売用書類・トークスクリプトのダウンロード

https://www.kankyo-hozen.co.jp/contract

最新版を上記URLにご用意しておりますのでご活用ください。

https://www.kankyo-hozen.co.jp/contract

